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有識者会議（第２回）の補足資料 

 

 

 

 上段手法の内容は、工事実施基本計画の算定方法を用い、降雨データの収集期間

だけを変更し算定されたもの。近年の降雨が加味されたことで、算定に用いられた

１／８０降雨量が大きくなっている。 

下段手法の内容は、さらに、流出モデルを単位図法から貯留関数法へ変更し、算

定されたもの。 

結果、これらの変更により地点流量が大きくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．検討小委員会における基本高水のピーク流量に関する様々な検証の結果におい

て、２つの検証手法（表中７手法のうち上２つ）の地点流量が大きくなった要因

について。 

    （第２回会議 説明資料４ ｐ１４ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典：第２５回社会資本整備審議会河川分科会 資料１－２ ｐ13抜粋） 

（出典：第２５回社会資本整備審議会河川分科会 資料１－２ ｐ13抜粋） 
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（出典：第４８回河川整備基本方針検討小委員会 資料３ ｐ1抜粋） 
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２．河川整備基本方針で定められた基本高水ピーク流量（人吉地点７，０００m3

/S）に対する、推進・容認側及び、反対側の見解について。 

    （第２回会議 説明資料４ ｐ１４ ） 

 

 

  

 主な意見は、次のとおり。 

 

（河川分科会における検討小委員会委員長のコメント） 

「（前略）それらを総合的に勘案して、これを私ども委員会としては様々な検

証をいたしました。（中略）結局において７,０００トンという提案は、いずれの

検証の中でもこれを超えている限りにおいて、住民の生命・財産を守る安全保障

責務として、当委員会としては７,０００トンを妥当とすることに至った。」 

 

（ダム反対側の意見書１） 

「『人吉７，０００m3/秒が先にありき』の結論であって、科学性も合理性もな

く、７，０００m3/秒の数字を無理矢理捻り出したものでしかない。科学的に計算

すれば、80年に 1回の人吉の洪水は５，５００m3/秒程度になるにもかかわらず、

国交省はいわば禁じ手を用いて、７，０００m3/秒という数字を捻り出した。さら

に、森林の保水力が洪水ピークに大きな影響を与えることは確かな事実であるに

もかかわらず、国交省はそのことを否定して、なりふり構わず７，０００m3/秒と

いう基本高水流量を維持することに力を注いだ。」 

 
２００６年１０月１４日付け  

子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会 

他川辺川ダム建設に反対する５２住民団体 

「球磨川水系河川整備基本方針策定の為の検討小委員会」に対する抗議及び要望書 より抜粋 

 

（ダム反対側の意見書２） 

「基本高水流量については、他の河川などでは検討されていない様々な手法を

用いて、基本高水流量の値を導き出したり、これまでの根拠を自ら覆す 12時間雨

量の採用や基準地点の数変更するなど、7，000 トンという数字を妥当とするため

に、議論しているといわれても仕方ありません。」 

 
２００６年１１月１３日付け  

子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会 

他川辺川ダム建設に反対する５２住民団体 

「球磨川水系河川整備基本方針の策定」の審議に関する抗議文 より抜粋 

 

（出典：第２５回社会資本整備審議会河川分科会 資料１－２ ｐ13抜粋） 
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一般的には、国土交通省河川砂防技術基準（案）に基づき、雨量確率法を用いる

ことを標準としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、住民討論集会当時の国土交通省の見解は次のとおり。 

 

「洪水時の各地点の流量は、河川改修などの人為的な変化に影響されているため、

雨量に比べてデータとしての均質性が劣り、治水計画策定にあたって採用する確率

計算の標本としては適していません。このため、国土交通省では、河川整備基本方

針の策定にあたって、基本高水のピーク流量は、確率雨量から求めることを基本と

し、降水流出シミュレーションで算出し、決定しています。」 

 

 

 

３．流量確率法と雨量確率法（単位図法・貯留関数法）の精度の違いについて。 

（第２回会議 説明資料２ ｐ１（１）） 

 

 

 

 

 

（出典：第９回川辺川ダムを考える住民討論集会 資料４ ｐ6抜粋） 

（出典：国土交通省河川砂防技術基準（案） 計画編 抜粋） 
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４．基本高水ピーク流量について、住民討論集会におけるダム反対側の主張が、

「川辺川ダムの体系的代替案（人吉地点５，５００ｍ３／Ｓ）」という結論に

至るまでの経緯について。 

    （第２回会議 説明資料２ ｐ１（１）） 

 

 

  

次の過程を経て、ダム反対側の統一見解として、基本高水ピーク流量は決定され

ている。 

 

川辺川研究会：毎秒７,０００トン 

国土問題研究会：毎秒６,０００トン 

水源開発問題連絡会（水源連）：毎秒６,１５０トン 

さらに森林の保水機能を考慮して 毎秒５,３００トン 

 

 

 

平成１４年７月２８日の専門家会議で統一案提示： 

毎秒５,５００トン（理論値） 

毎秒６,３５０トン（採用値） 

（市房ダム調整効果２００トンを含む） 

（採用値は、理論値に安全率を十分に見て算出） 

 

 

 

平成１５年６月３０日「川辺川ダムの体系的代替案」 

毎秒５,５００ｍ３ 

（森林の生長と人工林の針広混交林化推進の効果を考慮して 

計算を行った結果、安全度を見たうえで算出） 

 

 

 

 

- 6 - 

 

※参考資料 

「川辺川ダムの体系的代替案」の基本高水流量についての紹介 

 

 （出典：第９回川辺川ダムを考える住民討論集会 資料５ ｐ10抜粋） 
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（出典：第９回川辺川ダムを考える住民討論集会 資料５ ｐ11抜粋） 
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（出典：第９回川辺川ダムを考える住民討論集会 資料５ ｐ12抜粋） 
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（出典：第９回川辺川ダムを考える住民討論集会 資料５ ｐ37抜粋） 
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 棄却理由については、河川分科会への検討小委員会の報告にもあるように、検討

小委員会では、質問が多く出された。 

 

（河川分科会における委員のコメント） 

 「昭和４０年７月は８０分の１でも１万２３０トンになってしまうということ

があって、今まで７,０００トンをいきなり１万２００万にするのはちょっと現実

性がないということから、事務当局はこの４７年を取り上げたい。そうすると、

昭和４０年を棄却して４７年を採択するのはどういう理屈はなんだということに、

質問が集中したわけでございます。」 

 

５．基本高水ピーク流量を決定するにあたり、実績降雨を計画降雨量まで引き伸

ばし、その短い降雨継続時間の降雨量が非現実的となっているものについて棄却

するという手法をとっているが、これに関する検討小委員会等での審議内容につ

いて。 

（第２回会議 説明資料４ ｐ１３右側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：第２５回社会資本整備審議会河川分科会 資料１－２ ｐ11抜粋） 
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ただし、質疑回答は内容が重複しているため、主なコメントを次に示す。 

 

（第４８回検討小委員会における潮谷前知事のコメント） 

 「それから、やはり時間分布の棄却理由に関連してですけれども、計画降雨波

形の設定、今回の資料にはございませんけれど、前回、引き伸ばしや時間分布の

棄却について、私から質問をさせていただきました。そのとき、昭和４０年７月

洪水と、昭和４７年６月の洪水が、短時間雨量の発生確率が極めて大きいと、こ

ういう理由から棄却されているという説明を、事務局のほうから口頭で受けまし

た。具体的な棄却基準については、説明がされなかったというふうに理解をして

いるところでございます。引き伸ばしや棄却については、科学的に妥当性が証明

されているものではないが、現時点では一番合理的な手法だと、このように伺っ

ております。しかし、今回の場合、棄却という行為、このことが基本高水を導く

対象洪水を選定する上で非常に重要な意味を持つだけに、私は、球磨川水系にお

ける棄却基準について、再度説明をいただきたいというふうに考えます。」 

 

（第４８回検討小委員会における事務局の回答） 

 「棄却について明確な基準というものを設けているものではございませんが、今

の１２時間のもので棄却になっておりますのは、毎々ご説明しておりますように、

昭和４０年７月型の洪水でございます。これは、実際棄却しないで検討いたしま

すと、７,０００m3/s ぐらいではなくて、１０，０００m3/s ぐらいの洪水になり

ます。これを、なぜこうなるかという原因をずっと調べていきますと、毎々お話

が出ております、短時間の雨量は実に１/３０,０００だとか、ちょっと信じられ

ないような、基準だとか、そういうレベルではなくて、とてつもなくあり得ない

ようなものになっているということが判明しております。このようなことから、

こういうあまりにも異常な短時間の雨のものにつきましては棄却をしたというも

のであります。前回の口頭で話がありましたがということでございましたが、前

回ちょっと触れましたのは、もう少し長い、例えば、数十時間とか２日雨量ぐら

いのときでも、４０年７月だとか４７年６月型のものにつきましては棄却になっ

てしまいますと申し上げましたが、これらも洪水の流量にいたしますと、１０，

０００m3/s 近いものになってしまうというものでございますので、これも原因を

調べてみると、同じように、短時間の雨は非常に異常な数万分の１とか、ものに

よりましては数百万分の１という異常なものが出ておりますので、それで棄却し

ているというものでございます。以上、そういうようなことで、棄却そのものが

目的ということではございませんで、この水系として棄却をしません場合は、例

えば、１０，０００m3/s ぐらいになってしまうものを省いているというものでご

ざいます。」 
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６．近年の雨の降り方の変化（集中豪雨の増加）により、今後も発生が懸念され

る斜面崩壊やそれに伴う流木の発生に関する、川辺川上流域における最近の発

生状況やその対応について。 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：第４８回河川整備基本方針検討小委員会 参考資料４ ｐ2抜粋） 
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 （出典：第４８回河川整備基本方針検討小委員会 参考資料４ ｐ2抜粋） 
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水防法第３条の６において、「都道府県はその区域における水防管理団体が行う

水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。」と規定されており、水防

の第１次責任は水防管理団体である市町村等にあるが、水防の効果を発揮するため

には、都道府県が広い立場に立って、水防計画の調整を行う必要があるということ

が示されている。 

具体的に都道府県が実施することとされている行為は次のとおりである。 

 

・ 都道府県の水防計画を定める。 

・ 水防信号を定める。 

・ 立ち退きを指示する。 

・ 指定水防管理団体を指定する。 

・ 指定水防管理団体が水防計画を作成するに当たっての協議を受ける。 

・ 指定水防管理団体の水防団員の定員を定める。 

・ 洪水予報又は特別警戒水位到達情報の通知及び周知を行う。 

・ 水防警報を行う。 

・ 緊急の際、水防管理者等に指示を行う、水防に関する報告を求め、助言、勧

告を行う。 

・ 水防の際、重点的に資器財を配布するため水防倉庫を造り、資器財を備蓄す

る。 

・ 水防費用の補助を行う。 

 

 

７．球磨川水系河川整備基本方針において、施設能力以上の洪水が発生し氾濫した

場合の対応についての記載があるが、県と市町村の連携について。 

（第２回会議 参考資料４ ｐ７上部） 

 

 

（出典：球磨川水系河川整備基本方針 ｐ７抜粋） 
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なお、計画規模を超える洪水及び河川改修途中又は未整備区間において、洪水被

害を軽減させる施策として、県と市町村の連携によるソフト対策を実施している。 

３つの事例を次に示す。 

 

 

１ 洪水浸水想定区域図（以下「浸想図」）の作成 

 

浸想図は、河川管理者が作成するが、河川の溢水又は破堤した場合の氾濫域を

想定し、地図上に氾濫エリア及び水深を図示したもので、市町村の作成するハザ

ードマップの基礎資料となる。 

熊本県は、水防警報河川に指定する６７河川とその他約１００河川について、

浸想図を作成することとしている。 

その内、球磨川水系では、湯山川、万江川、胸川及び川辺川（県管理区間）の

４水防警報河川とその他３８河川の４２河川の浸想図を作成中である。 
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２ ハザードマップ作成支援 

 

  市町村は、河川管理者が作成した浸想図を基に、ハザードマップを作成してい

る。県は、水防警報河川の４河川について１／３の費用を補助しており（国１／

３、市町村１／３）、早期作成ために予算及び技術的支援を行っている。 

  なお、球磨川流域では、球磨川の大臣管理区間について国が浸想図を作成済み

であり、それを基に次の７市町村がハザードマップを作成済みである。 

 

          ＨＭ公表一覧 

町村名 公表日 

あさぎり町 H17.6 

多良木町 H17.9 

人吉市 H18.5 

相良村 H19.4 

球磨村 H19.6 

錦町 H20.3 

芦北町 H20.3 

 

 

３ 情報基盤整備 

 

  県では、県内の６７河川を水防警報河川及び水位情報周知河川に指定し、洪水

に対する情報の収集及び提供を行うために、情報基盤整備を実施し、「統合型防

災情報システム」を構築している。 

水防管理団体（市町村）の水防活動の目安となる「水防団待機水位」や、住民

の避難の目安となる「避難判断水位」などの水位情報、各地域の降雨状況等、各

種情報を提供している。 

これらの情報は、関係市町村に提供するほか、インターネットによる配信やテ

レビ・ラジオ等のメディアにより住民に周知している。 

 

 

※水防警報河川（水防法第１６条） 

県が水防団及び消防団の水防活動に対して、待機、準備、出動などの指針を与え

ることを目的として、あらかじめ水防団待機水位・氾濫注意水位などの水防活動の

目安となる水位を決めておき、当該河川の水位がこれに達したときに水防警報を発

令する河川。 

 

※水位情報周知河川（水防法第１３条） 

県が住民避難の目安を示すことを目的として避難判断水位を定め、当該河川の水

位がこれに達したときに、その水位を水防管理者（市町村長）に通知するとともに、

これを一般に周知する河川。 
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（第４４回検討小委員会における委員のコメント） 
※「今後の気象変動（異常降雨の増加等）を考慮してはどうか」という○○委員のコメントに対して 

「私自身、異常気象レポートをまとめた立場なので、今○○委員からご説明のあ

ったことがそのとおりで、まとめるときにも、やっぱりこういう科学的事実を国民

にきちっと示したほうがいいという意気込みでまとめましたが、この基本方針の小

委員会の議論は、それをやると、今の河川計画の計画も全部変えなくてはいけない

というふうになります。それは、雨の確率が定常的な確率過程であるということを

前提にこの計画論をつくっておりますので、頭に今○○委員からご説明のあった懸

念をしっかり置いておくことは大事だと思いますが、議論の焦点は、現段階の気候

条件の中で計画をつくるということに私ども集中したほうがいいのではないか。そ

うしないと、直近に生命財産の問題があって、そういう計画論の大改訂を全部やっ

てからでないと基本方針はつくれないということになってしまいますので、私は現

段階のものでやっぱり議論を進めるべきだというふうに思います。」 

 

（河川分科会における委員のコメント） 

「なお、他の委員からは、地球温暖化により洪水の発生規模は今後大きくなるの

で、それを織り込んではいかがかという意見がございましたが、まだ予見の範囲で

ございますので、この委員会では採択いたしませんでした。」 

 

（河川整備基本方針における記述） 

「なお、今後、地球温暖化に伴う気候変動、森林の保水力等に関する新たな知見

により、基本高水のピーク流量算出の前提条件が著しく変化することが明らかとな

った場合には、必要に応じこれを見直すこととする。」 

 

 

 

８．河川計画を決定するうえで気候変動（将来の雨量増加等）を加味するかどうか

ということに関する、検討小委員会等での審議内容について。 
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※参考資料 

地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申案）の紹介 

 

２００７年８月から２００８年５月まで計８回、「気候変動に適応した治水対策

検討小委員会」が開催され、水災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適

応策のあり方について審議がなされた。その結果、答申案が取りまとめられている。 

答申案の中で、降水量の変化と、洪水の増大について、次のような予測結果が掲

載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GCM20（General Circulation Model 20）： 

全地球を計算の領域としている気候モデル。水平解像度は 20km×20km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第８回気候変動に適応した治水対策検討小委員会 資料３ ｐ18,19抜粋） 
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 答申案では、地球温暖化に伴う気候変動への適応策の進め方についての記載があ

るが、最終的には次のように締めくくられている。 

 

「具体的な適応策及びその実施に当たっての技術的課題は今後取りまと

めていく。」 

 
（出典：第８回気候変動に適応した治水対策検討小委員会 資料３ ｐ49抜粋） 
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